【正誤表】

松田新田浄水場包括的維持管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施についての【募集実施要領】及び【性能仕様書】に誤記がありましたので，次のとおり訂正します。
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	【募集実施要領】
Ⅰ－２．（８）
業務実施スケジュール
	⑻　業務実施スケジュール
業務に実施にあたっては，以下の「表Ⅰ-１　業務実施スケジュール」による。

表Ⅰ-１　業務実施スケジュール
	項目
	予定

	契約締結
	令和８年１月下旬

	業務準備期間
	契約締結日～令和８年３月３１日（火）

	委託期間
	令和８年４月１日（水）～令和１１年３月３１日（土）

	契約終了
	令和１１年３月３１日（土）



	⑻　業務実施スケジュール
業務に実施にあたっては，以下の「表Ⅰ-１　業務実施スケジュール」による。

表Ⅰ-１　業務実施スケジュール
	項目
	予定

	契約締結
	令和８年１月上旬

	業務準備期間
	契約締結日～令和８年３月３１日（火）

	委託期間
	令和８年４月１日（水）～令和１１年３月３１日（土）

	契約終了
	令和１１年３月３１日（土）




	【募集実施要領】
Ⅰ－３．（３）③イ
保守点検計画について
	イ　保守点検計画について
業務実施計画に基づき実施される保守点検について，点検周期や結果等を基に設備機能が効果的で効率的に維持することのできる手法等について提案すること。
	イ　保守点検計画について
実務実施計画に基づき実施される保守点検について，点検周期や結果等を基に設備機能が効果的で効率的に維持することのできる手法等について提案すること。

	【募集実施要領】
Ⅰ－３．（３）④
危機管理及び安全対策について
	④　危機管理及び安全対策について
・　異常時・緊急時における人員配置計画及び緊急連絡体制を提出すること。
・　通常時及び災害時に必要と考えられる資機材の確保と管理方法の計画を提出すること。
	④　危機管理及び安全対策について
・　異常時・緊急時における人員配備計画及び緊急連絡体制を提出すること。
・　通常時及び災害時に必要と考えられる資機材の確保と管理方法の計画を提出すること。

	【募集実施要領】
Ⅱ－２．（３）
参加資格の要件
	⑶　参加資格の要件
応募者は，⑴－アからエまでの要件をすべて満たす者であっても，応募者が次のアからウまでの項目の要件を全て満たすものとする。また，次のエからスまでのいずれかに該当する場合は，参加することができない。
ア　宇都宮市入札参加資格等に関する要綱（平成１７年３月３１日告示第１６４号）第２条に規定する令和７年度入札参加資格者名簿に登録のある者であること。
イ　水道事業（上水道に限る）又は，水道用水供給事業における維持管理業務（水源を表流水もしくはダムとする急速ろ過方式による，浄水処理施設で，浄水場等に２４時間連続して常駐し運転管理を行う業務）を元請として２年以上継続して履行した実績を有するものであること。
ウ　前項にある浄水処理施設の処理能力については，１２万４千㎥／日以上であること。
	⑵　参加資格の要件
応募者は，⑴－アからエまでの要件をすべて満たす者であっても，応募者が次のアからスまでの項目の要件を全て満たすものとする。
ア　宇都宮市入札参加資格等に関する要綱（平成１７年３月３１日告示第１６４号）第２条に規定する令和７年度から令和１０年度入札参加資格者名簿に記載の取扱種目のうち，施設・設備等の維持管理業務に登録のある者であること。
イ　水道事業（上水道に限る）又は，水道用水供給事業における維持管理業務（浄水処理施設を，浄水場等において２４時間連続して常駐し運転管理を行う業務）を元請として２年以上継続して履行した実績を有するものであること。
ウ　前項にある浄水処理施設の処理能力については，４万４千㎥／日以上であること。
　また，前項の運転管理の中には配水量２１万１千㎥／日以上の水運用※も含まれていること。
※水運用とは，安定的給水を目的に，遠隔操作により制御所などの弁を操作し，複数ある配水系統間で相互に水を融通すること。

	【募集実施要領】
Ⅱ－３．（３）
募集及び選定などの日程
	⑶　募集及び選定などの日程
募集及び選定などの日程については，以下の「表Ⅱ-１　募集日程等」による。
表Ⅱ-１　募集日程等
	項　　目
	日　　程

	募集の公告及び関係書類の公表
	令和7年１０月２日（木）

	説明会及び現地見学会
	令和７年１０月１４日（火）

	施設確認及び資料閲覧
	令和７年１０月１４日（火）
～　令和７年１０月２９日（水）

	募集実施要領等に関する質問の受付
	令和７年１０月２２日（水）
～　令和７年１０月２９日（水）

	募集実施要領等に関する質問の回答公表
	令和７年１１月７日（金）

	参加表明書及び参加資格確認書類の受付
	令和７年１１月１２日（水）
～　令和７年１１月１８日（火）

	参加資格確認結果の通知
	令和７年１１月２５日（火）

	企画提案書の受付
	令和７年１２月３日（水）
～　令和７年１２月１６日（火）

	プレゼンテーション及びヒアリング
	令和７年１２月下旬から
令和８年１月上旬

	選考結果の通知
	令和８年１月１３日（火）

	契約締結
	令和８年１月下旬

	審査結果及び審査講評の公表
	令和８年１月下旬



	⑶　募集及び選定などの日程
募集及び選定などの日程については，以下の「表Ⅱ-１　募集日程等」による。
表Ⅱ-１　募集日程等
	項　　目
	日　　程

	募集の公告及び関係書類の公表
	令和7年１０月２日（木）

	説明会及び現地説明会
	令和７年１０月１４日（火）

	施設確認及び資料閲覧
	令和７年１０月１４日（火）
～　令和７年１０月２９日（水）

	募集実施要領等に関する質問の受付
	令和７年１０月２２日（水）
～　令和７年１０月２９日（水）

	募集実施要領等に関する質問の回答公表
	令和７年１１月７日（金）

	参加表明書及び参加資格確認書類の受付
	令和７年１１月１２日（水）
～　令和７年１１月１８日（火）

	参加資格確認結果の通知
	令和７年１１月２５日（火）

	企画提案書の受付
	令和７年１２月３日（水）
～　令和７年１２月１６日（火）

	プレゼンテーション及びヒアリング
	令和７年１２月下旬から
令和８年１月上旬

	選考結果の通知
	令和８年１月１３日（火）

	契約締結
	令和８年１月下旬

	審査結果及び審査講評の公表
	令和８年１月下旬




	【募集実施要領】
Ⅱ－３．（５）
説明会及び現地見学会
	⑸　説明会及び現地見学会
参加希望者に対し，以下のとおり説明会及び現地見学会を実施する。参加を希望する者は，事前に説明会・現地見学会参加申込書（様式1）を作成し，事務局に申し込みをすること。また，電子メールにより申し込みする場合は，件名を「説明会及び現地見学会参加申し込みについて」とすること。
　　・　説明会日程　　　令和７年１０月１４日（火）
　　・　説明会会場　　　松田新田浄水場２階大会議室
　　・　現地見学会日程　令和７年１０月１４日（火）
　　・　現地見学会会場　松田新田浄水場
※　申し込みについては，令和７年１０月１０日（金）１２：００までに事務局必着のこと
	⑸　説明会及び現地説明会
参加希望者に対し，以下のとおり説明会及び現地見学会を実施する。参加を希望する者は，事前に説明会・現地見学会参加申込書（様式1）を作成し，事務局に申し込みをすること。また，電子メールにより申し込みする場合は，件名を「説明会及び現地説明会参加申し込みについて」とすること。
　　・　説明会日程　　　令和７年１０月１４日（火）
　　・　説明会会場　　　松田新田浄水場２階大会議室
　　・　現地説明会日程　令和７年１０月１４日（火）
　　・　現地説明会会場　松田新田浄水場
※　申し込みについては，令和７年１０月１０日（金）１２：００までに事務局必着のこと

	【募集実施要領】
Ⅱ－４．（５）
選考結果の通知
	⑸　選考結果の通知
優先交渉権者等の決定後，全ての応募者（応募グループの場合は，代表法人のみ）に対し，審査結果及び点数を文章で通知するとともに，令和８年１月１３日（火）以降を目途に優先交渉権者を決定した旨をホームページにて公表する。
	⑸　選考結果の通知
優先交渉権者等の決定後，全ての応募者（応募グループの場合は，代表法人のみ）に対し，審査結果及び点数を文章で通知するとともに，令和８年１月上旬を目途に優先交渉権者を決定した旨をホームページにて公表する。

	【募集実施要領】
Ⅳ－３．
事業者を決定しない場合
	事業者の募集及び選定の過程において，参加希望者または応募者がない，あるいはいずれの応募者の提案によっても本業務を実施することが適当でないと判断された場合には，その旨を速やかに公表する。
	　事業者の募集及び選定の過程において，参加希望者または参加者がない，あるいはいずれの参加者の提案によっても本業務を実施することが適当でないと判断された場合には，その旨を速やかに公表する。

	【募集実施要領】
Ⅳ－４．
参加にあたっての費用の負担
	参加にあたっての費用は，提案書の作成を含めすべての参加希望者または応募者の負担とする。
	参加にあたっての費用は，提案書の作成を含めすべての参加希望者または参加者の負担とする。

	【募集実施要領】
Ⅳ－５．（１）
著作権
Ⅳ－５．（２）
提出書類の返却
	⑴　著作権
応募者から提案された企画提案書の著作権は，当該応募者に帰属する。ただし，市は，事業者選定の結果の公表に際して，必要な範囲で応募者の企画提案書の一部を無償で使用する。この場合，技術・商業上のノウハウは公表しないほか，選定した事業者以外の応募者の提案に係る審査結果については，応募者名が特定できないように可能な範囲で配慮する。
⑵　提出書類の返却
参加希望者または応募者から提出された書類は返却しない。
	⑴　著作権
参加者から提案された企画提案書の著作権は，当該参加者に帰属する。ただし，市は，事業者選定の結果の公表に際して，必要な範囲で参加者の企画提案書の一部を無償で使用する。この場合，技術・商業上のノウハウは公表しないほか，選定した事業者以外の参加者の提案に係る審査結果については，参加者名が特定できないように可能な範囲で配慮する。
⑵　提出書類の返却
参加希望者または参加者から提出された書類は返却しない。

	【募集実施要領】
Ⅳ－６．
特許権等
	提案に含まれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法，管理方法などを使用したことにより生じる責任は，特段の定めがある場合を除き，当該提案を行った応募者が負う。
	提案に用に含まれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法，管理方法などを使用したことにより生じる責任は，特段の定めがある場合を除き，当該提案を行った参加者が負う。

	【性能仕様書】
第２章　業務内容
第29条
（２）制御・薬注入・分析機器等保守点検
	（２）制御・薬注・分析機器等保守点検
【電気計装設備点検（遠方監視制御装置及び水質計器含む）】
・中央監視制御装置
・各種計測設備単体試験（水位計，流量計，圧力及び指示計等）
・各種計測設備組み合わせ試験（水位計，流量計，圧力及び指示計等）
・各種水質計器（残留塩素濃度計，ｐＨ計及び濁度計等）
・遠方監視制御装置点検（テレメータ対向試験）
・各種電気計装設備用消耗品交換
【非常用発電設備点検】
・ガスタービン発電設備点検（Ｂ点検・Ｃ点検・Ｄ点検）
・ディーゼル発電設備点検（Ｂ点検・Ｃ点検・Ｄ点検）
・消耗品交換
【無停電電源装置等点検】
・無停電電源装置本体点検（無停電電源装置：ＣＶＣＦ）
・整流装置点検（直流電源装置）
・蓄電池点検
【薬品沈殿池機器点検】
・フラッシュミキサー点検(振動，温度，外観目視点検等)
・フロキュレータ点検(振動，温度，電流値測定等)
・汚泥掻寄機点検(チェーン外観目視，緩み確認等)
・自動排泥弁点検(開閉動作確認)
・空気圧縮機点検(漏れ，外観目視点検)
・傾斜版沈殿池点検(作動状況確認，吐出圧力，吐出量測定)
【薬品注入設備点検】
・PAC注入機の消耗部品交換及び点検(清掃，絶縁抵抗測定等)
・苛性ソーダ注入機の消耗部品交換及び点検(清掃，絶縁抵抗測定等)
・次亜塩素酸ナトリウムの消耗部品交換及び点検(清掃，絶縁抵抗測定等)
[bookmark: _Hlk210744654]・活性炭注入装置の消耗部品交換及び点検(清掃，絶縁抵抗測定等)
	（２）制御・薬注・分析機器等保守点検
【電気計装設備点検（遠方監視制御装置及び水質計器含む）】
・中央監視制御装置
・各種計測設備単体試験（水位計，流量計，圧力及び指示計等）
・各種計測設備組み合わせ試験（水位計，流量計，圧力及び指示計等）
・各種水質計器（残留塩素濃度計，ｐＨ計及び濁度計等）
・遠方監視制御装置点検（テレメータ対向試験）
・各種電気計装設備用消耗品交換
【非常用発電設備点検】
・ガスタービン発電設備点検（Ｂ点検・Ｃ点検・Ｄ点検）
・ディーゼル発電設備点検（Ｂ点検・Ｃ点検・Ｄ点検）
・消耗品交換
【無停電電源装置等点検】
・無停電電源装置本体点検（無停電電源装置：ＣＶＣＦ）
・整流装置点検（直流電源装置）
・蓄電池点検
【薬品沈殿池機器点検】
・フラッシュミキサー点検(振動，温度，外観目視点検等)
・フロキュレータ点検(振動，温度，電流値測定等)
・汚泥掻寄機点検(チェーン外観目視，緩み確認等)
・自動排泥弁点検(開閉動作確認)
・空気圧縮機点検(漏れ，外観目視点検)
・傾斜版沈殿池点検(作動状況確認，吐出圧力，吐出量測定)
【薬品注入設備点検】
・PAC注入機の消耗部品交換及び点検(清掃，絶縁抵抗測定等)
・苛性ソーダ注入機の消耗部品交換及び点検(清掃，絶縁抵抗測定等)
・次亜塩素酸ナトリウムの消耗部品交換及び点検(清掃，絶縁抵抗測定等)

	【性能仕様書】
第２章　業務内容
第32条

	第32条　受託者は，第２９条第１項において，簡易な補修等では機能回復が困難なものについては次の各号により修繕等の対応を行うものとする。
(１)　当該修繕額が1件当り２００万円未満のときは，事前に委託者に報告し承諾を得て受託者が実施する。
(２)　当該修繕額が1件当り２００万円以上のときは，原則として委託者が実施する。
	第32条　受託者は，第２９条第１項において，簡易な補修等では機能回復が困難なものについては次の各号により修繕等の対応を行うものとする。
(１)　当該修繕額が1件当り２００万円未満のときは，事前に委託者に報告し承諾を得て受託者が実施する。
(２)　当該修繕額が1件当り２００万円以上の，原則として委託者が実施する。

	【性能仕様書】
別紙１１
水量の変動等に基づく委託料の変更
表　調整の対象項目と計画
		[bookmark: _Hlk213161623]対象項目
	計画値

	①電力使用量
	【別紙１０】参照

	②ガソリン
	485　リットル

	③A重油
	3,000　リットル

	④軽油
	100　リットル

	①次亜塩素酸ナトリウム
（タンクローリーで搬入，有効塩素 12％以上，特級品）
	令和8,9年度
328,754㎏
令和10年度
394,504㎏

	②ポリ塩化アルミニウム
(タンクローリーで搬入，塩基度67～75%）
	令和8,9年度
304,738㎏
令和10年度
365,685㎏

	③ポリ塩化アルミニウム
(タンクローリーで搬入，塩基度57～65%）
	令和8,9年度
598,818㎏
令和10年度
718,581㎏

	④苛性ソーダ
(タンクローリーで搬入，濃度48%，液状品）
	10,000㎏

	⑤水道用粉末活性炭
(フレコンバックで搬入，ドライ炭 含水率5%以下）
	3,000㎏

	⑥水道用粉末活性炭
(10㎏袋詰めで搬入，ウエット炭 含水率50%以下）
	3,000㎏



		対象項目
	計画値

	①電力使用量
	【別紙１０】参照

	②ガソリン
	485　リットル

	③A重油
	3,000　リットル

	④軽油
	100　リットル

	①次亜塩素酸ナトリウム
（タンクローリーで搬入，有効塩素 12％以上，特級品）
	令和8,9年度
319,298㎏
令和10年度
383,158㎏

	②ポリ塩化アルミニウム
(タンクローリーで搬入，塩基度67～75%）
	令和8,9年度
302,629㎏
令和10年度
363,158㎏

	③ポリ塩化アルミニウム
(タンクローリーで搬入，塩基度57～65%）
	令和8,9年度
571,079㎏
令和10年度
685,294㎏

	④苛性ソーダ
(タンクローリーで搬入，濃度48%，液状品）
	10,000㎏

	⑤水道用粉末活性炭
(フレコンバックで搬入，ドライ炭 含水率5%以下）
	3,000㎏

	⑥水道用粉末活性炭
(10㎏袋詰めで搬入，ウエット炭 含水率50%以下）
	3,000㎏






